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   県立学校における学校閉庁日について（通知） 

 初夏の候、保護者の皆様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げ

ます。また、平素から本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上

げます。 

 さて、標題の件について、本県の全県立学校では、生徒及び教職員の心身の健康の

増進や教職員の働き方の見直し等の観点から、夏季休業期間中に学校閉庁日を導入し

ています。 

 本年度につきまして、本校においては、下記のとおり実施いたしますので、保護者

の皆様の御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 期  間 

  令和７年（２０２５年）８月１２日（火）から８月１５日（金）までの４日間 

 

２ 実施内容 

（１）原則、生徒は登校させず、校内・校外を問わず部活動等も実施しません。 

（２）各種証明書の発行等の窓口業務を行いません。 

（３）学校閉庁期間中は、問い合わせ等に対応する者がいないため、留守番電話での

対応になります。学校閉庁期間中の平日（８：３０～１７：１５）について、緊

急な連絡が必要な場合には、県教育庁関係課へ連絡ください。 

 

教育活動等について   高 校 教 育 課（０９６－３３３－２６８５） 

            特 別 支 援 教 育 課（０９６－３３３－２６８３） 

            体 育 保 健 課（０９６－３３３－２７１１） 

生徒について      学校安全・安心推進課（０９６－３３３－２７２０） 

教職員について     学 校 人 事 課（０９６－３３３－２６９４） 

 


